
市町村の所得・世帯データの訂正に伴う年金生活者支援給付金の 

簡易な請求書（はがき型）の追加送付等について（11月８日公表分） 

 

令和元年 10月１日から施行された年金生活者支援給付金制度に関しては、本年９月以

降、市町村から提供された所得・世帯データを基に判定を行い、給付金の支給要件を満たし

ている方に対し、簡易な請求書（はがき型）を送付しており、随時返送いただいているとこ

ろです。 

これに関して、「市町村の所得・世帯データの訂正に伴う年金生活者支援給付金の簡易な

請求書（はがき型）の追加送付等について（10月 25日公表分）」（令和元年 10月 25日日本

年金機構ホームページ掲載）において、個別に市町村に所得確認が必要であるため、別途判

定を行うこととした方等について、所得確認を行ったところ、実際には支給対象ではないこ

とが判明した方、新たに支給対象となることが判明した方、支給額が変更となる方が、下記

の市町村別の内訳のとおり、２８の市町村において合計６４５名いらっしゃいました。 

なお、必要な方については、追加的にお知らせや請求手続に必要な書類をそれぞれお送

りしています。新たに支給対象になることが判明した方については、請求手続に必要な書類

を送付しており、そこに同封されている請求書（はがき型）を 11月 15日までに返送いただ

ければ、１月からお支払いができます。 

 

 

（市町村別の内訳） 

 

 

市町村 

支給対象では 

ないことが判 

明した方 

新たに支給対

象となること

が判明した方 

支給額が変更

となる方 

神奈川県川崎市 ３ １３１ ０ 

神奈川県横須賀市 ０ １１４ ０ 

神奈川県藤沢市 １４ ０ ０ 

兵庫県姫路市 ０ ２８ ０ 

兵庫県尼崎市 ０ １２ ０ 

岡山県備前市 １ ０ ０ 

徳島県小松島市 ３ ０ ０ 

愛媛県大洲市 １ ０ ０ 

愛媛県西予市 ２ ０ ０ 

愛媛県東温市 １ １ ０ 

愛媛県久万高原町 ７ ０ ０ 

愛媛県砥部町 ７ ０ １ 

愛媛県内子町 ８ ０ ０ 

愛媛県伊方町 ４ ０ ０ 

市町村 

支給対象では 

ないことが判 

明した方 

新たに支給対

象となること

が判明した方 

支給額が変更

となる方 

北海道根室市 ３１ ０ ０ 

北海道士別市 ４７ ０ ０ 

北海道名寄市 ３３ ０ ０ 

北海道富良野市 ８１ ０ ０ 

北海道広尾町 １２ ０ ０ 

北海道当別町 １ ０ ０ 

北海道栗山町 １８ ０ ０ 

北海道増毛町 １３ ０ ０ 

北海道苫前町 ６ ０ ０ 

北海道羽幌町 ４ ０ ０ 

北海道日高町 ４２ ０ ０ 

北海道平取町 ４ ０ ０ 

埼玉県富士見市 １ ０ ０ 

東京都江戸川区 １１ ０ ３ 


